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学 校 い じ め 防 止 基 本 方 針
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平成27年３月26日改訂

平成29年４月 改訂

平成30年４月 改訂

１ いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

⑴ 基本理念（「佐渡市いじめ防止基本方針」より）

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策は、全ての児童生

徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を

問わず、いじめがなくなるようにすることを目指して行われなければならない。

また、いじめは、いじめを受けた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす行為であるこ

とから、いじめを行わないことのみならず、いじめを認識しながらはやし立てたり、傍

観したりすることがないよう、全ての児童生徒がいじめは決して許されないことを十分

に理解できるようにする。加えて、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護するこ

とが特に重要であるとの認識を共有し、市、市教育委員会、学校、地域住民、家族その

他の関係者が連携して、いじめの問題の克服に取り組む。

⑵ いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が

心身の苦痛を感じているものをいう。「いじめ防止対策推進法」第２条

⑶ いじめの禁止

すべての児童は、いじめを行ってはならない。

⑷ 学校及び職員の責務

学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び

早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思わ

れるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

２ いじめの未然防止のため取組（全教育活動を通じ道徳教育や体験活動の充実を図る）

⑴ 生活指導のスローガン「ほかほかことば、にこにこ笑顔」の充実

① 年間２回の強調週間の取組

② 地域住民や中学校と連携した挨拶運動の取組

⑵ 異学年交流を通しての人間関係の育成

① 縦割り班による清掃活動（通年）や集会活動（年間３回）

② 児童会活動を中心にした主体的な学校行事への参加

⑶ 道徳教育の充実による、人権意識の高揚

① 人権強調月間の設定（年１回 12月）

② 道徳授業の保護者への授業公開（年１回 11月）

③ 学習活動等における交流

⑷ ソーシャルスキルトレーニングを活用した学級集団の育成

① 学級活動や道徳の時間を活用した学級・学年単位での実施

② 社会的スキルの指導と構成的グループエンカウンターの実施

⑸ インターネット上のいじめへの対応

① 児童のインターネットやスマートフォン、携帯電話等の利用状況を把握し、適切な

利用について児童・保護者に啓発活動を行う。

② ネット上のいじめへの対応については、関係機関による学校ネットパトロール等の

協力を得るとともに、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。

⑹ 言語環境の整備

① 「さん」付けの奨励



② 保護者、家庭との連携

③ 言葉遣いに関する、児童の自己評価と振り返りの実施と教職員の自己チェック

３ いじめの早期発見・即時対応のための措置

いじめは、目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われ

たり、気付きにくく判断しにくい場合が多いことを十分認識する。教職員や家族等は、

児童のささいな兆候であっても、いじめではないかと危機意識をもって的確に関わるとと

もに、正確な事実関係の把握に努める。

⑴ いじめに関する調査

① 「心の健康チェック」の活用（毎月）

② ＱＵアンケートによる調査（６月、11月）

③ 学校評価児童・保護者アンケートによる調査（７月上旬、12月上旬）

⑵ いじめの相談体制

① 心の健康チェックの結果に基づく個別面談（随時）と全校一斉教育相談ウィーク

(年２回：６月と11月)

② 学校評価児童・保護者アンケートによる調査結果に基づく個別面談（７月、12月）

③ 保護者からの聞き取り調査（年２回 個別懇談、学級懇談）

④ 日常的な情報交換（日記、電話、連絡帳）

＜資料＞ いじめ防止学習プログラム
児 童 の 取 組

月 教 職 員 活動・行事
低 学 年 中 学 年 高 学 年

○ いじめをなくす取組 ・入学式 ・友達をたくさんつ ・低学年に優しくす ・低・中学年に優しく接
４ の紹介と呼びかけ ・1年生を迎える会 くり，元気よく挨 るとともに，誰と するとともに，進んで

○ 子どもの実態把握 ・各種朝会 拶する。 でも元気よく挨拶 元気よく挨拶す 。
○ 学級懇談で出てきた ・PTA総会 ・クラスの友達と仲 する。 ・目指すクラス像を話し
問題の検討 ・学級懇談 良くするためのめ ・どんなクラスにし 合って学級目標を決める。

○ 子供を語る会① ・登校班子供会 あてをもつ。 たいかを話し合う。 ・明るく楽しい学校にす
･心の健康チェッ ・学びの約束を知る。 （学級目標に生かす） るために，委員会活動
ク ・「学びの約束」を確 の活動計画を立てる。

認し，守る。 ・「学びの約束」を確認し，
守る。

○ 児童が主体的に運動 ・各種朝会 ・学校の一員である ・学校の一員として， ・運動会準備や練習では，
５ 会に参画できるための ・運動会準備 ことを忘れず，運 自分にできること 気付き考え実行し，高

支援 ・運動会 動会準備や練習で を考え，運動会の 学年として全校をリー
･心の健康チェッ は，指示をしっか 準備や練習に協力 ドする。
ク り聞き，きまりを する。

守って 行動する。
○ 状況に応じた教育相談 ・各種朝会 ・さん付けをして， ・さん付けをして相 ・さん付けをして相手を

６ ○ 子供を語る会② ・いじめゼロ運動 友達と仲良く楽し 手を大切にし，互 大切にし，互いを認め
・教育相談 い学校生活を送る。 いを認め合いなが 合いながら，みんなが
・個別懇談 ・友達に優しい言葉 ら学校生活を送る。 気持ちのよい学校生活
・ＱＵアンケート をかけたり，親切 ・友達のために，で を送る。
・心の健康チェッ にしたりする。 きることを考え， ・自分にできることを考
ク 優しい言動を心掛 え，誰にでも優しい言

ける。 動を心掛ける。

７
○ 児童集会に向けた支援 ・児童集会 ・仲良く水遊びをす ・互いに応援しなが ・励まし合いながら，練

・期末PTA る。 ら，水泳練習をす 習に励み，泳力を伸ば
○ QU分析会 ・学級懇談 ・学年間で仲良く活 る。 す。

・各種朝会 動する。 ・異学年で協力しな ・リーダーシップを発揮
・泳力検定 がら活動する。 して異学年と活動する。
・登校班子供会
･学校生活アンケ
ート
・心の健康チェッ
ク

８
○ 子供を語る会③ ・陸上大会 ・自分のめあてを立 ・めあて達成に向け ・めあて達成に向け頑張

・
○ 自分のめあてを立て ・秋遠足 てる。 て頑張る。 るとともに，友達のよ

９
させ，達成に向けた支 ・各種朝会 ・自分勝手な行動 ・役割分担をし， さを認め合う。
援 ・心の健康チェッ をしない。 自分の役割を果た ・リーダーを中心に自主的

ク す。 に行動する。

10
○ 文化祭，学習発表会 ・各種朝会 ・自分のめあてを立 ・自分の目標に向か ・下級生の手本になるよう
に向けた支援 ・マラソン記録会 てて練習をし，友 って練習に励み， に，自分の目標に向かっ

○ 子供を語る会④ ・文化祭 達の応援もする。 互いの頑張りを応 て進んで練習し，互いの
・学習発表会 ・道具や材料の後片 援し合う。 頑張りを認め合う。
･心の健康チェッ 付けを最後まで行 ・道具や材料の後片 ・道具や材料の後片付けや
ク うとともに,友達の 付けを最後まで協 文化祭の準備や飾り付け

手伝いをする。 力して行う。 を協力して行う。
・作品や発表のよい ・作品や発表のよい ・自他の作品のよいところ
ところを見付ける。 ところを見付ける。 や発表の優れた点を見付

け認め合ったり今後に生
かしたりする。

○ 人権週間を意識した ・各種朝会 ・誰とでも仲良くす ・人の考えや気持ち ・人の立場や気持ちを大
11 授業による集中的取組 ・ＱＵアンケート る。 を大切にする。 切にする。



（道徳 授業公開） ・読書旬間 ・好きな本を友達 ・気に入った本を友 ・心に残った本を紹介し
・教育相談 に紹介する。 達に紹介する。 合う。
・心の健康チェッ
ク

12
○ 児童集会に向けた支援 ・児童集会 ・自分の仕事をしっ ・役割分担を行い， ・みんなが楽しく仲良く

・各種朝会 かりして，友達と仲 誰とでも仲良く協 活動できるようにリー
○ 状況に応じた教育相談 ・登校班子供会 良く活動する。 力する活動を通し ダーシップを発揮する。
○ 子供を語る会⑤ ･学校生活アンケ て，友達のよさを

ート 見付ける。
・心の健康チェッ
ク

１
○ 自分のめあてを立て ・新年のちかい ・自分のめあてをも ・自分に合っためあ ・自分に合っためあてをも
させ，達成に向けた働 ・各種朝会 ち，互いに頑張ろ てをもち，互いの頑 ち，計画的に取り組み,互
き掛け ･心の健康チェッ うという気持ちを 張りを認め合う。 いの頑張りや成果を認め

ク もつ。 合う。

２
○ なわ跳び記録会に向 ・なわとび記録会 ・誰とでも仲良く遊 ・交友関係を広げた ・人に流されることなく
けた支援 ・各種朝会 んだり，言葉遣い り，言動に気を付 善悪の判断をし，言動

○ 子供を語る会⑥ ・登校班子供会 に気を付けて生活 けて生活したりす に気を付けて生活する。
･心の健康チェッ したりする。 る。
ク

３
○ ６送会に向けての支援 ・６年生を送る会 ・お世話になった６ ・お世話になった６ ・お世話になった６年生

・各種朝会 年生にありがとう 年生に感謝の気持 に感謝の気持ちをもち，
○ 状況に応じた教育相談 ・年度末PTA の気持ちを込めて ちをもち，自分に 中学年，低学年をリー
○ 子供を語る会⑦ ・学級懇談 活動する。 できることを考え ドし，六送会を計画，

・卒業式 ・お礼の気持ちを態 て行動で表す。 実施する。
・心の健康チェッ 度や歌声で表す。 ・お礼の気持ちを態 ・お礼の気持ちを態度や
ク 度や歌声で表す。 歌声で表す。

・今まで支えてくれた人
たちに感謝の気持ちを
もつ。

・よい伝統を残すために
自分には何ができるか
を考え実行する。

４ いじめへの対応

いじめの発見・通報を受けた場合は、隠し立てしたり、特定の教員で抱え込んだりせず、速

やかに報告し、組織的に対応する。（いじめの認知→生活指導主任（教頭）→校長→市教委）

⑴ 被害者側（いじめられた児童）

① 児童への対応

・「いじめ」は絶対に許さない姿勢で臨むことを伝える。

・その児童が抱えている不安を取り除くよう努める。

・「どんなことがあっても、先生はあなたの味方なんだ」という姿勢で対応する。

・いじめられている児童の辛さや心の痛みの共感的理解に努める。

・欠点の指摘や、責めたりする言動は慎む。

・「事実を話すことは、正当な行為であり恥ずかしいことではない」ことを分からせる。

・対応策については、本人の了解を得る。

・自信をもたせ、精神的なショックや失望感、不安から立ち直れるよう援助する。

・継続した援助を続ける。

② 保護者への対応

・本人と保護者の了解を得て早期に家庭を訪問する。

・話を聴くときは、複数で聴く。(事実を正確に把握するため）

・だれが、いつ、どこで、だれと、なぜ、どのように、いじめたかを確認し、記録する。（５Ｗ１Ｈ）

・本人の様子の変化、被害の程度など保護者が把握していた事実を確認する。

・生育歴、家庭の状況など「いじめ」に至るまでの背景を探る。

⑵ 加害者側（いじめた児童）

① 児童への対応

・「いじめ」は絶対に許さない姿勢で臨むことを伝える。

・いじめの理由や背景を明らかにし、根本的な解決を図る。

・話を聴くときは、複数で聴く。(事実を正確に把握するため）

・必要に応じて外部機関との連携を図る。

② 保護者への対応

・学校は被害者（いじめられた児童）を守ることを第一に考えた行動をとることを伝

える。

・事実を冷静に受け止め、我が子の言い分を十分に聞くように促す。



・被害者（いじめられた児童）・保護者に対して、謝罪等適切な対応を促す。

⑶ 傍観者（周りで何もしないで見ていた児童）への対応

① 児童への対応

・「いじめを傍観している者は、いじめている者と同じである」という認識をもつよう

指導する。

・学級活動又は道徳の時間などで話合いをもつ。

・いじめられている児童の心の痛みを知る。

・「いじめ」を見つけたら、恐れず教師に知らせることが大切であることを常日頃から

指導する。

・自らの強い意志で行動することの大切さに気付かせる。

５ 学校組織

⑴ 校内の組織

① いじめ不登校対策委員会

・必要に応じて即時開催する。校長、教頭、教務主任、生活指導主任、養護教諭、当

該学級担任等で構成する。いじめの対応や方針について協議する。

・ 『いじめは他の人権を侵す非人間的な行為である』という、基本認識に立って、校

長を中心に全職員が一致協力して解決に当たる指導体制をとる。

② 児童情報交換会（子供を語る会）

・月１回開催する。全職員で問題のある行動や注意した方がよい事例等について、情

報交換及び話合いをする。

・年２回（夏季休業中、冬季休業中）開催する。ＱＵアンケートや心の健康チェックの

結果や個別面談で明らかになった事実などについて情報の交換、共有をする。

・職員会議、職員朝会等で児童や学級の様子について、即時に情報交換・共有を図り、

具体的な対応を講ずる。

⑵ 家庭や地域、関係機関と連携した組織

① 民生委員等との懇談会

・年１回、５月に開催する。情報交換・共有を行う。

② 学校関係者評価委員会

・年２回（８月、１月）情報交換・共有を行う。

⑶ 重大事態への対処

① 重大事態とは

ア)生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合

イ)相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合

ウ)児童や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき

② 対処について

ア)速やかに教育委員会に通報し、指導を仰ぐ。

イ)いじめ不登校対策委員会を開催し、全校体制で客観的な情報収集、事実確認に努め

る。

ウ)佐渡西警察、主任児童委員、民生児童委員、ＰＴＡ会長、副会長及び該当学年の学

年委員長等のメンバーを招集し、対応を協議する。

エ) 必要によって下越教育事務所等の関係諸機関に相談し、指導・助言を受ける。

オ) 必要に応じて学年保護者会や臨時ＰＴＡ総会を開催し、事情説明や協議を行う。

カ）調査結果については，被害児童生徒，保護者に対して適切に情報を提供する。

⑷ 学校の取組に対する検証・見直し

① 取組の実施や年間指導計画の作成、実行、検証、修正については、校内いじめ・不登

校対策委員会が中心になって行う。

② 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、ＰＤＣＡサイ

クルで評価、改善し、実効性のある取組となるよう改善に努め、いじめを許さない学校

づくりを推進する。


